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就労に向けた段階的な支援が受けられます
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　すぐに就労することが困難な人に､就労に贈けた率隔として基

礎能力の形成を図るための支援をその人に応じた段階万引田的

に行います。

機会を提供します
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　生活困窮家庭の子どもに養育相談や学び詣しの機会を提供します。

よた､生活困窮家庭出身の子が引き続き生活困窮となる貧困の連鎖

を防止するために学習支援を行うなどの取０組みや､短時間の軽作

業を提供して就労を支援する中間的就労の立ち上げなどを行います。

生活に不安や心配がある人は､一犬C悩まずl､深刻化する前に早めに、

　　　福祉事務所や自立相談支援センターにご連絡ください。

つ

知立市役所福祉課保護援護係

TEL: 0566-83-1111 (内線143･144)

知立市社会福祉協議会

ＴＥＬ：０５６６-８２-８８３３

相談日時:月～金(休日を除く)8:30～17 : 15

(知立市が自立相談支援事業を､社会福祉法人知立市社会福祉
協議会へ委託し､実施しています｡)

-

匹
｛
｛
匹
『
ｍ
一
一
こ

1
1
1
1
.

　
こ

－ ’

－ －

－

－

=

一

㎜■
-
一

　一　尽

　－

ご

一WJ

－－，

一

㎜==-I･=･･=･･
2f‾‾‾　ご

一　一

一-

　　Ｗ-マ’

　匹-･-

ﾌﾞ7'=で?゛安心した生

！

･･－？¬。，』り･｡｡｡。11.

｡,ご･゜･……………七三………ji

－･=･　　　　　』
一一．四　　　■㎜-｜

－●-●哩.●四il’｜

　　　・II¬･･.’‾‾

ふ ー

- = = － ’ ﾐ ¬

一

● ･ | － － | ･ ･ ･ ｜ ｜

　 　 　 　 一 一 一 一

　 　 　 一 一

　 　 〃 ･ Ｓ Ｉ Ｗ － － Ｉ - ６

一 一 一 一 －

-

-

ml

目今ラヤ≒_目

一一-
一

一 -

一

一一－-

---

---

---

---

　゛lz-゛’～

　ｊ　ご～

　－　－　－
　－　－　－

JJこ.=4こ、

77 t･“=゛゛t]'

活を送れるように
　長引く景気の低迷により雇用を取○巻く環境はいっそう厳しくなり､非正規雇用や収入

が低い人､働ける世代で生活保護を受ける人も増加しています｡また､生活保護を受けてい

る世帯の約4分の1の世帯主が生活保護世帯出身という｢貧困の連鎖｣が続いています。

　さらに家庭や地域に目を向けると､単身世帯やひとり親世帯の増加､近所づきあいの

希簿化による地域コミュニティーの低下など社会的孤立が問題となっています。

　このような社会変化の中では､誰もが生活困窮に陥るリスクに直面しているといえま

す｡生活困窮者自立支援法は､そんな生活に困窮している人が自立した生活を送るため

に､確実かつ適切な支援を行っていきます。
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　生活保護を受けている人以外で､生活に困窮していて､最低限度の生活を維持することがで

きなくなる恐れのある人(生活困窮者)です。

　経済的な問題で生活に困っている人､長＜失業している人､引きこち○やニードで悩んでいる人、

言いた経験がなく不安な人など､これまで制度の狭間で支援を受けられなかった復合的な課題

を抱えた人たちに対応していきます。
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この冊子は環境に配慮し､古吸配合率椙0％の再生紙

及び植物油ｲﾝｷを使用していま百

禁無断転載£東京注視出回

　　　　SH010050-022



生活1ﾆ困窮している人を支援する[第2のセーフティネット]

　わが国では安定した雇用を土台に｢社会保険制度｣や｢労働保険制度｣が｢第1のセ{フティ

ネット}としてあります｡また､万一のときにも最終的に｢生活保護制度｣が｢第３のセペフティ

ネット｣としてみなさんに安心を提供してきました。

　しかし､近年の雇用状況の変化から､それだけでは安心した国民生活が支えられなくなって

きてお０､生活保護に至る前に早期の支援を行う｢第２のセＪフティネット｣を構築する必要が

あ○ました。

自立と尊厳
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つながりの再構築

孤立している人々が多様なつながりを再生･創

造できることを目指し､そのつながりを人々の

主体的な参加の基盤とする。

信頼による支え合い

制度に対する国民の信頼を強めるため､生活

保護制度の情報を広く提供しつつ､信頼を損

なう制度運用の実態があれば是正していく。

自立した生活を支援する事業を実施します

※自立相談支援事業､住居確保給付全は福祉事務所を設置する市区町村全てで実施吉れます

　その他の事業は任意で実施されます。

生活に困ったときは

､

まずご相談ください
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　生活に困窮している人が生活保護に陥

ることのな<､早い段階で目立した生活に

戻れるように､専門性を有する支援員(主

任相談支援員､相談支援員､就労支援員)

が相談を受け､その人の抱えるさよざよな

問題に対応した支援へとつなげていきます。

　自プ乃診有徊事鰻と他の支援が連携して支援します

　自立相談支援事業で本人に必要な支援を把握し､本人の状況に応じた支援が行われるようにさまざ

まな支援につなげていきま首。

自立相談支援

本人の状況に応じた

支援を行います
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　　　就職をするために住居を

‾‾’確保することが必要な場合

　　　仕事につくのに一定の期間

「”が必要な場合
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すぐに仕事につくことが

可能な場合

　　　緊急に衣食住の確保が
.‾´必要な場合

　　　家計面から生活再建の検討

‾７が必要な場合

働くために住む場所の確保を支援します
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※生活困窮者支援制度の創設では生活保護制度の見直しも併せて行われます，

新しい生活支援体系の4つの視点

　社会の変化による新たな課題など､生活困窮に関するさまざまな問題に対応するために以

下の基本的視点立った新しい生活支援に取○組みます。

生活に困窮している人が社会的経済的に自立す

ることを実現するための支援は､一人ひとりの尊

厳と主体性を重んじたものでなければならない。

子ども･若者の未来

次世代が可能なかぎり公平な条件で人生のス

ターﾄを切ることができるように､その条件形

成を目指す。
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　　生活困窮家庭出身の子が

・引き続き生活困窮とならない　ｰ／

　　ように(貧困の連鎖防止)

　離職によ０生活に困窮して住居を失った人や､宝島は住居を失う恐

れの高い人口安足しか就職活勤ができるよう口期限付きで家賃相

当額を支給します。
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